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    ２００８年５月１日 

  各  位 
                           会 社 名 岡 谷 鋼 機 株 式 会 社            
                           代 表 者 取締役社長       岡 谷 篤 一 
                           ｺｰﾄﾞ番号  ７４８５（名証第一部） 
                           問合せ先 取締役企画部長  稲 生  豊 
                           Ｔ Ｅ Ｌ (０５２)２０４－８１３３ 
 
 

定款一部変更に関するお知らせ  
 
当社は、２００８年４月２５日開催の取締役会において、２００８年５月２２日開催予定の第７２

期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたのでお知らせ

いたします。 
 

記 
 
１．変更の目的 
   (1) 現行定款第５条に定める当社の公告方法を、周知性の向上を図るため、日本経済新聞への

掲載から電子公告に変更するものであります。また、やむを得ない事由により電子公告をす

ることができないときの措置を定めるものであります。 
   (2) 株主の皆様へのサービス拡充の観点から、単元未満株式の買増制度を導入するため、第 10

条（単元未満株式の買増し）を新設し、これに伴う所要の変更を行うものであります。 
   (3) 上記新設に伴い、現行定款第10条以下を各１条ずつ繰り下げるものであります。 
 
  
２．変更内容 
   現行定款と変更案は、別紙のとおりであります。                     
 

以 上 
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別紙 
 
変更の内容は次のとおりであります。 

            （下線は変更部分を示します。） 
現 行 定 款 変  更  案 
第１章 総  則 

 
（公告方法） 
第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載

する。 
 
 
 
 

第２章 株  式 
 
（単元未満株式についての権利） 
第９条 当会社の単元未満株式を有する株主

（実質株主を含む。以下同じ。）は、そ
の有する単元未満株式について、次に掲
げる権利以外の権利を行使することが
できない。 

   (1)  （条文省略） 
   (2)  （条文省略） 
 

（新  設） 
 
 
 

（新  設） 
 
 
 
 
 
 
第10条～第41条  （条文省略） 
 

第１章 総  則 
 

（公告方法） 
第５条 当会社の公告方法は、電子公告とす

る。ただし、事故その他やむを得ない事
由によって電子公告による公告をする
ことができない場合は、日本経済新聞に
掲載して行う。 

 
第２章 株  式 

 
（単元未満株式についての権利） 
第９条   （現行どおり） 
 
 
 
 
   (1)  （現行どおり） 
   (2)  （現行どおり） 
 
   (3)次条に定める請求をする権利 
 

 
（単元未満株式の買増し） 
第 10 条 当会社の単元未満株式を有する株主
は、株式取扱規程に定めるところにより、その
有する単元未満株式の数と併せて単元株式数
となる数の株式を売り渡すことを請求するこ
とができる。 
 
 
第11条～第42条  （現行どおり） 

 
 
 


